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今
年
も
愛
東
地
区
か
ら

バ
レ
ン
タ
イ
ン
チ
ョ
コ
が
届
き
ま
し
た
！

　

２
月
12
日
、
愛
の
ま
ち
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト（
滋
賀
県
東
近
江
市
愛
東
地
区
）
か
ら
、
今

年
も
バ
レ
ン
タ
イ
ン
チ
ョ
コ
と
愛
の
ま
ち
交

流
が
い
つ
ま
で
も
続
く
よ
う
に
と
想
い
の
込

も
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
が
届
き
ま
し
た
。

　

昭
和
63
年
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
に
愛
東

町（
現
・
東
近
江
市
）
の
女
性
グ
ル
ー
プ
か
ら

届
い
た
手
紙
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
き
っ
か
け

に
、
愛
別
町
、
愛
東
町
、
神
奈
川
県
愛
川
町
、

長
崎
県
愛
野
町（
現
・
雲
仙
市
）
の
間
で
始
ま
っ

た
愛
の
ま
ち
交
流
。
合
併
に
よ
り
名
前
が
変

わ
っ
た
後
も
、
子
ど
も
達
の
体
験
交
流
や
、

き
の
こ
の
里
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
の
出
店
を

通
し
て
交
流
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

　

昨
年
７
月
に
は
、
愛
別
町
の
子
ど
も
達
が

愛
東
地
区
に
訪
問
し
、
12
月
に
は
愛
東
地
区

の
子
ど
も
た
ち
が
愛
別
町
へ
訪
れ
、
交
流
を

深
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
の
９
月
に
は
２
年
ぶ
り
に
き

の
こ
の
里
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
梨
と
ぶ
ど
う

の
販
売
が
行
わ
れ
、
町
内
だ
け
で
な
く
町
外

か
ら
も
た
く
さ
ん
の
方
が
愛
東
の
お
い
し
い

特
産
品
を
求
め
に
集
ま
り
ま
し
た
。

　

今
後
も「
愛
」
が
つ
く
ま
ち
同
士
の
あ
た
た

か
い
交
流
を
い
つ
ま
で
も
続
け
て
い
き
た
い

で
す
ね
。
愛
東
地
区
の
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

議
会
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

愛
別
町
議
会
定
例
会
は
毎
年
３
月
、

６
月
、
９
月
、
12
月
に
行
わ
れ
、
ど

な
た
で
も
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

本
会
議
で
は
、
町
民
生
活
に
関
わ

る
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
活
発
な
議

論
が
交
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
政
へ

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に

も
、
ぜ
ひ
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

次
の
定
例
会
は
、
３
月
３
日（
火
）

か
ら
18
日（
水
）
の
予
定
で
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
IP
放
送

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

議
会
事
務
局

　

☎
６
‐
５
１
１
１（
内
線
２
７
１
）

ＪＲ石北本線の
利用促進について

　ＪＲ北海道は平成２８年１１月に「単独では維持困難な線
区」として１０路線１３線区を公表し、石北本線も対象線
区として公表されました。しかし、石北本線は沿線の
市町村において、欠かすことができない重要な鉄道網
となっております。
　今後とも、地域としてＪＲ石北本線の存続に向けた
様々な取組を実施して行く必要がありますが、「利用促
進の取組」が非常に重要な取り組みとなります。町民
の皆様にも日頃からのＪＲの利用についてご協力をお
願いいたします。
なお、３月１４日（土）にＪＲのダイヤ改正が行われま

す。詳細はＪＲ北海道のホームページなどでご確認くだ
さい。
■問い合わせ先
　総務企画課政策企画係　☎６-５１１１（内線２１８）



ご
奉
仕
・
ご
寄
贈
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す

　

１
月
28
日
、
ポ
ン
川
の
浚
渫
作
業

に
ご
奉
仕
さ
れ
ま
し
た
大
北
土
建
工

業
株
式
会
社
様
、
湧
水
の
沢
川
の
築

堤
施
工
作
業
に
ご
奉
仕
さ
れ
ま
し
た

赤
川
建
設
興
業
株
式
会
社
様
、
伏
古

若
牛
内
川
の
浚
渫
作
業
に
ご
奉
仕
さ

れ
ま
し
た
株
式
会
社
盛
永
組
様
、
旧

協
和
小
学
校
敷
地
の
景
観
整
備
作
業

に
ご
奉
仕
さ
れ
た
花
本
建
設
株
式
会

社
様
に
対
し
、
感
謝
状
を
授
与
い
た

し
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
ご
奉
仕
に
心
よ
り
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

旭
川
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ポ
テ
ト
株

式
会
社
主
催
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
パ
ー
ク

ゴ
ル
フ
大
会
の
募
金
の
一
部
か
ら
、

教
材
教
具
の
充
実
の
た
め
に
と
幼
児

セ
ン
タ
ー
へ
遊
具
を
寄
贈
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

遊
具
は
子
ど
も
達
に
手
渡
さ
れ
、

楽
し
そ
う
に
遊
ぶ
姿
が
見
ら
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
度
の
ご
寄
贈
に
心
よ
り
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

生活・仕事相談会を行います
　生活や仕事のことでお困りの方を対象に「生
活・仕事相談会」を開催いたします。「生活に困っ
ているので相談にのってほしい」「働きたいけど
就職先が見つからない」など、生活や仕事に関
わることであればなんでもご相談ください。
　また、鷹栖町・比布町・当麻町・上川町でも
相談会を開催しております。お好きな会場をご
利用いただけますので、日時・場所につきまし
ては、右記事業所までお問合せください。

斬日時　　３月３０日（月）
　　　　　①１３：００～１３：５０　
　　　　　②１４：００～１４：５０
斬場所　　総合センター
斬申込　　３月２９日（日）１５：００までに
　　　　　申込ください。
■申し込み・問い合わせ先　　
　自立相談支援事業所・
　かみかわ生活あんしんセンター
　☎０１６６‐３８‐８８００　℻  ０１６６‐３３‐００２１
　メール：anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

予約制
相談無料



　町内にお住まいの方で、下記の要件に該当する方へ医療費を助成しています。
ただし、薬の容器代、診断書料、入院時の食事代など医療保険適用外の費用は
助成の対象となりません。なお、所得や課税状況により自己負担額が変わりま
す。制度の詳細については保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
＊現在助成を受けている方は、住所変更などの際には手続きが必要になります
ので、忘れずにお申し出ください。
＊他の制度で医療費の助成を受けている方は、そちらの制度を優先してお使い
ください。

【乳幼児等医療費】
高校卒業（１８歳の年度末）までの子ども

【重度心身障害者医療費】
①身体障害者手帳１級、２級または３級（心臓、腎
臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫、肝臓機能障がいに限る）を所持
している方
②療育手帳Ａ判定を所持しているか、「重度の知的
障害」と判定された方
③精神障害者保健福祉手帳１級を所持している方
（通院医療費のみ助成）

【ひとり親家庭等医療費】　　　　　　　　　　　　   
・母子、父子家庭の親（入院と訪問看護のみ助成）
と子ども
・両親のいない子ども
※子ども…１８歳の年度末までの方（進学などの理由
により父母のどちらかに扶養されている場合は２０歳
に達した月の末日までの方）

■問い合わせ先
　保健福祉課福祉係　☎６-５１１１（内線１４２）

医療費の助成について

児童手当制度について

　児童手当は、中学生までの児童を監護・養育している方を対象
に支払われる手当です。手当月額は下記のとおりです。

手当月額

０～３歳未満（一律） １５，０００円

３歳～小学校修了前（第１子・第２子） １０，０００円

３歳～小学校修了前（第３子以降） １５，０００円

中学生（一律） １０，０００円

特例給付（所得が制限額を超える場合） ５，０００円

※児童手当を受けるためには認定請求の
手続きが必要になります。お子さんが生
まれた時や、他の市町村へ転出する場合
は、お早めに申請ください。

■問い合わせ先
　保健福祉課福祉係　☎６‐５１１１（内線１４２）



特別障害者手当】　　　　　　　　　　　　　　   

　重度の著しい障がいがあるため、日常生活におい
て、常に特別の介護が必要で、在宅で暮らしている、
２０歳以上の方が支給を受けられます。

【障害児福祉手当】　　　　　　　　　　　　　　   
　重度の障がいがあるため、日常生活において、常
に介護が必要で、在宅で暮らしている、２０歳未満
の児童が支給を受けられます。

■問い合わせ先
　保健福祉課福祉係　☎６-５１１１（内線１４２）

障がいがある方を対象とした手当額が令和２年４月から下記のとおり変わります。
※手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要になります。制度の詳細については、保健福祉課福祉
係までお問い合わせください。

令和２年３月まで 令和２年４月から

手当月額 ２７，２００円 ２７，３５０円

令和２年３月まで 令和２年４月から

手当月額 １４，７９０円 １４，８８０円

令和２年３月まで 令和２年４月から

手当月額
（１級） ５２，２００円 ５２，５００円

手当月額
（２級） ３４，７７０円 ３４，９７０円

障がいがある方への
手当額が変わります

令和２年３月まで 令和２年４月から

手当月額
全部支給

一部支給

４２，９１０円

１０，１２０円～４２，９００円

４３，１６０円

１０，１８０円～４３，１５０円

第２子加算額
全部支給

一部支給

１０，１４０円

５，０７０円～１０，１３０円

１０，１９０円

５，１００円～１０，１８０円

第３子以降加算額
全部支給

一部支給

６，０８０円

３，０４０円～６，０７０円

６，１１０円

３，０６０円～６，１００円

※手当額は所得額によって決定されます。

※児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続き
が必要になります。制度の詳細については、保健福祉
課福祉係までお問い合わせください。

　児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで父または母と生計を別にしている児童（１８歳年度末まで。心
身に障がいがある場合は２０歳誕生日前日まで。）を監護・養育している方に支給されます。ただし、所得
額および公的年金等の受給額により手当の全部または一部を支給しない場合があります。
　なお、令和２年４月から手当額が下記のとおり変わります。

児童扶養手当額が
変わります

■問い合わせ先
　保健福祉課福祉係　☎６‐５１１１（内線１４２）



内閣府では、自殺をめぐる厳しい情勢を踏まえ、「いのちを守る自殺対策緊急プラン」を策定し、月別
自殺者数の最も多い３月を「自殺対策強化月間」と定めています。

斬移動健康相談のお知らせ
　３月の移動健康相談はお休みです。令和２年度の移動健康相談については、広報あいべつ４月号でお
知らせいたします。

☆睡眠と生活習慣病の深～い関係

１． 良い睡眠で、からだもこころも健康に。
２． 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。
３． 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
４． 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。
５． 年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。
６． 良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
７． 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。
８． 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。
９． 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。
１０．眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。
１１．いつもと違う睡眠には、要注意。
１２．眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。

日本人、特に子どもたちや働く人たちの睡眠時間は、世界の中でも
特に短いと言われていることをご存じでしょうか？
　慢性的な睡眠不足は、日中の眠気や意欲の低下・記憶力の低下など
を引き起こすだけではなく、体内のホルモンや自律神経機能にも大き
な影響を及ぼします。また、慢性的な寝不足状態にある人は、うつ病
等の精神疾患への影響だけでなく、肥満や糖尿病、心筋梗塞・狭心症
などといった生活習慣病になりやすいことが明らかになっています。「こころ」も「からだ」も元気に過
ごせるよう、普段から質のよい睡眠をとりましょう！
　厚生労働省では、良い睡眠のための生活習慣・環境や睡眠不足・睡眠障害の予防などについて、「健康
づくりのための睡眠指針２０１４～睡眠１２箇条～」としてまとめています。

健康づくりのための睡眠指針２０１４～睡眠１２箇条～

■問い合わせ先
　保健福祉課保健推進係　☎６‐５１１１（内線１４３）



健康づくり講演会開催のお知らせ

　札幌医科大学医学部公衆衛生学講座教授の大西浩
文氏をお招きし、健康づくり講演会を開催します。
講演会では、血圧の基礎知識や生活習慣と血圧の関
連などについてお話しいただき、塩味の味覚チェッ
クの体験なども実施します。また、会場で血圧測定
や減塩食品の試食も行います。多くの方のご参加を
お待ちしております。

斬日時
３月２４日（火）　
　●血圧測定体験・
　　減塩商品試食会等：１７時～１７時５０分　
　●講演会：１８時～１９時３０分
斬場所
　総合センター大ホール

■問い合わせ先
　保健福祉課保健推進係　☎６‐５１１１（内線１４３）

あなたとあなたの大切な人のために、

高血圧について学び、生活習慣を見直してみませんか？

相談窓口 電話番号 開設時間

上川保健所健康支援係 ０１６６‐４６‐５９９２ 平日８：４５～１７：３０

北海道保健福祉部
健康安全局地域保健課 ０１１‐２０４‐５０２０ 平日１７：３０～２１：００

土日・祝日９：００～１７：００

厚生労働省電話相談窓口 ０１２０‐５６‐５６５３ 平日・土日・祝日９：００～２１：００

新型コロナウイルスに関連した肺炎に関する相談窓口について

相談窓口 電話番号 開設時間

上川保健所健康支援係 ０１６６‐４６‐５９９２ 平日８：４５～１７：３０

北海道保健福祉部
健康安全局地域保健課 ０１１‐２０４‐５０２０ 平日１７：３０～２１：００

土日・祝日９：００～１７：００

▼新型コロナウイルスに関する一般相談の窓口

▼帰国者・接触者相談センター　新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方は、こちらにご連絡ください。

愛別町にお住いの方は、下記窓口へご相談ください。

■新型コロナウイルスに関する詳しい情報は、下記ホームページに掲載されています。
　厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
　北海道ホームページ「新型コロナウイルスに関連した肺炎について」
　　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/singatakoronahaien.htm

●風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえ、咳エチケットや手洗い等、通常の感染症対策を
行うことが重要です。
●武漢市などから帰国や入国される方で、咳や発熱等の症状がある場合は、マスクを着用する等の対策を
し、武漢市への滞在歴があることを申告したうえ、すみやかに医療機関を受診してください。



　

気
温
が
暖
か
く
な
る
に
つ
れ
て
、
屋
根

か
ら
の
落
氷
雪
な
ど
に
よ
り
、
歩
行
者
が

け
が
を
す
る
事
故
が
増
え
て
き
ま
す
。
屋

根
か
ら
雪
が
せ
り
出
し
て
い
る
様
な
危
険

な
軒
下
は
歩
か
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
屋
根
の
雪
や
氷
、
つ
ら
ら
な
ど
は
気
温

が
急
に
上
昇
し
た
と
き
、
特
に
マ
イ
ナ
ス

３
度
ぐ
ら
い
か
ら
プ
ラ
ス
３
度
ぐ
ら
い
の

と
き
に
落
ち
や
す
く
な
り
ま
す
。雪
が
降
っ

た
後
の
、
晴
れ
の
日
、
暖
か
い
日
、
特
に

午
後
は
注
意
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
除
雪

の
際
は
歩
行
者
や
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
達

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
軒
下
か
ら
雪
庇
や
つ
ら
ら
を
除
去
す
る

と
き
は
、
屋
根
か
ら
の
落
氷
雪
を
考
え
て

安
全
な
場
所
や
方
法
で
作
業
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
屋
根
か
ら
大
量
の
雪
が
落
ち
た
と

き
は
、
人
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
な
い
か
確

認
を
す
る
と
と
も
に
、
通
行
の
支
障
と
な

ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
落
氷
雪
の
お
そ
れ
が
あ
る
軒
下
な
ど
に

は
、
子
ど
も
に
も
分
か
る
よ
う
な
立
て
看

板
や
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
の
設
置
、
貼
紙
、
縄

張
り
を
す
る
な
ど
立
ち
入
り
禁
止
措
置
を

と
り
、
危
険
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

せ
ま
し
ょ
う
。

●
屋
根
に
残
っ
た
雪
を
下
ろ
す
際
に
は
、

必
ず
命
綱
を
付
け
、複
数
人
で
行
い
ま
し
ょ

う
。
や
む
を
得
ず
１
人
で
行
う
場
合
は
、

家
族
や
近
所
に
声
を
か
け
て
か
ら
行
い
ま

し
ょ
う
。
い
つ
も
１
人
で
や
っ
て
い
る
か

ら
と
い
っ
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
油
断
か
ら

転
落
事
故
な
ど
が
起
き
て
い
ま
す
。
滑
り

や
す
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
作
業
し
ま
し
ょ
う
。

雪
解
け
シ
ー
ズ
ン
の

　
　
　
　
　

事
故
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

　

屋
根
か
ら
の
落
氷
雪
に
よ
る
人
身
事
故

の
他
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

が
、
屋
外
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
や
プ
ロ
パ
ン
ガ

ス
等
の
破
損
事
故
で
す
。

　

落
氷
雪
に
よ
る
容
器
本
体
の
破
損
は
も

ち
ろ
ん
、
老
朽
化
し
た
配
管
や
接
続
部
分

に
破
損
が
生
じ
、
漏
洩
事
故
に
つ
な
が
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
屋
外
ホ
ー
ム
タ
ン
ク

は
、
特
に
地
下
埋
設
管
の
漏
れ
に
気
付
き

に
く
く
、
発
見
が
遅
れ
る
と
大
量
の
灯
油

が
漏
れ
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
タ
ン
ク
や

配
管
か
ら
漏
れ
た
場
合
は
、
火
災
の
発
生

危
険
が
高
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
土
壌
汚

染
や
上
下
水
道
な
ど
へ
流
入
す
る
こ
と
に

よ
り
、
日
常
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
流

出
油
の
回
収
や
設
備
の
改
修
な
ど
様
々
な

経
費
が
掛
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
処

理
に
か
か
る
莫
大
な
費
用
は
全
て
原
因
者

の
負
担
に
な
り
ま
す
。

　
「
い
つ
も
よ
り
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
に
灯
油
を

入
れ
る
回
数
が
増
え
た
」　
「
油
量
計
が
い

つ
の
間
に
か
下
が
っ
て
い
る
」「
ホ
ー
ム
タ

ン
ク
周
辺
や
水
道
水
が
灯
油
臭
い
」
等
、

少
し
で
も
お
か
し
い
な
？
と
思
っ
た
ら
す

ぐ
に
異
常
が
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の
場
合
は
専
用
の
収
納

庫
に
入
れ
る
等
、
落
雪
に
よ
る
破
損
を
防

ぐ
対
策
を
し
、
転
倒
防
止
の
た
め
チ
ェ
ー

ン
で
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
定
期

的
な
配
管
の
点
検
・
確
認
を
す
る
よ
う
心

掛
け
ま
し
ょ
う
。

落
氷
雪
に
よ
る
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
や

　
　
　

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の
破
損
に
注
意



①
一
般
曹
候
補
生

酸
応
募
資
格　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         

　

日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
１

日
現
在
、
18
歳
以
上
32
歳
以
下
の
男
女

酸
受
付
期
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

           

　

３
月
１
日（
日
）
〜
５
月
15
日（
金
）

酸
試
験
期
日（
第
１
次
試
験
日
）　 　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

５
月
23
日（
土
）

酸
試
験
会
場　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

　

陸
上
自
衛
隊
旭
川
駐
屯
地

　
（
旭
川
市
春
光
町
）

②
予
備
自
衛
官
補（
一
般
）

酸
応
募
資
格　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         

　

日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
１

日
現
在
、
18
歳
以
上
33
歳
以
下
の
男
女

酸
受
付
期
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

           

　

１
月
６
日（
月
）
〜
４
月
10
日（
金
）

酸
試
験
期
日（
第
１
次
試
験
）　　
　

 　
　

 

　

４
月
18
日（
土
）
〜
４
月
22
日（
水
）

　

い
ず
れ
か
１
日

酸
試
験
会
場　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

　

陸
上
自
衛
隊
旭
川
駐
屯
地

　
（
旭
川
市
春
光
町
）

③
幹
部
候
補
生（
一
般
）

酸
応
募
資
格　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         

　

日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
１

日
現
在
、
22
歳
以
上
25
歳
以
下
の
男
女

酸
受
付
期
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

           

　

３
月
１
日（
日
）
〜
５
月
１
日（
金
）

酸
試
験
期
日（
第
１
次
試
験
日
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

　

５
月
９
日（
土
）・
10
日（
日
）

酸
試
験
会
場　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

　

陸
上
自
衛
隊
旭
川
駐
屯
地

　
（
旭
川
市
春
光
町
）

※
予
備
自
衛
官
補（
技
能
）
に
つ
い
て
は
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
北
地
区
隊

　

緯
０
１
６
６
‐
54
‐
５
６
１
７

　

役
場
総
務
企
画
課
総
務
係

　

緯
６
‐
５
１
１
１
（
内
線
２
１
５
）

自
衛
官
等

　
　
　

募
集
案
内

　

３
月
を
迎
え
て
、
肌
を
突
き
刺
す
よ
う

な
厳
し
い
寒
さ
は
峠
を
越
え
つ
つ
あ
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
日
中
と
夜
間

の
気
温
差
が
大
き
く
な
り
、
道
路
や
歩
道

で
は
日
中
の
雪
融
け
で
で
き
た
水
た
ま
り

が
、
夜
に
は
凍
り
つ
い
て
滑
り
や
す
く
な

る
た
め
、
ド
ラ
イ
バ
ー
、
歩
行
者
共
に
気

を
遣
う
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

暖
か
さ
が
目
立
ち
始
め
ま
す
が
、
実
は

雪
が
ま
と
ま
っ
て
降
る
の
も
３
月
が
一
番

多
く
、
１
日
で
降
る
量
で
は
１
月
や
２
月

よ
り
多
く
な
る
日
も
あ
り
ま
す
。

　

３
月
の
天
気
の
特
徴
と
し
て
、
日
本
の

南
海
上
で
発
生
し
た
低
気
圧
が
発
達
し
な

が
ら
北
海
道
に
接
近
す
る
こ
と
が
増
え
、

時
に
台
風
並
み
に
発
達
し
て
広
い
範
囲
に

大
雪
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

厳
冬
期
に
降
る
雪
は
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら

の
寒
気
を
伴
っ
た
季
節
風
に
よ
る
も
の
で
、

た
く
さ
ん
降
る
場
所
が
特
定
の
地
域
に
限

ら
れ
た
り
、
雪
自
体
が
軽
く
綿
の
よ
う
で

あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

　

低
気
圧
か
ら
降
る
雪
は
、
通
る
コ
ー
ス

に
よ
っ
て
は
、
広
い
範
囲
で
短
い
時
間
に
、

大
量
の
雪
を
降
ら
せ
ま
す
。
雪
自
体
も
水

分
を
含
み
重
た
い
の
が
特
徴
で
、
多
い
と

こ
ろ
で
は
１
日
で
50
セ
ン
チ
以
上
に
も
な

り
、
除
雪
作
業
が
追
い
付
か
ず
渋
滞
や
通

行
止
め
な
ど
の
交
通
障
害
が
起
き
や
す
く

な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
３
月
は
大
雪
に
な
り
や

す
い
時
期
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
引
き
続

き
雪
に
は
注
意
が
必
要
で
、
気
象
台
で
は
、

12
時
間
で
50
セ
ン
チ（
市
町
村
に
よ
っ
て
は

40
セ
ン
チ
）
の
雪
が
降
る
と
予
想
し
た
場

合
に
大
雪
警
報
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

　

気
象
警
報
等
の
気
象
情
報
は
、
テ
レ
ビ

や
ラ
ジ
オ
の
番
組
や
デ
ー
タ
放
送
、
ま
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

旭
川
地
方
気
象
台

　

☎
０
１
６
６
‐
32
‐
７
１
０
２

　

http://w
w
w
.jm

a-net.go.jp/asahikaw
a/

春
の
大
雪
に
つ
い
て







　

外
国
人
を
雇
用
す
る
事
業
主

は
、
外
国
人
労
働
者
の
雇
入
れ
と

離
職
の
際
に
、
そ
の
氏
名
、
在
留

資
格
な
ど
に
つ
い
て
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
届
け
出
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
３
月
１
日
以
降
に
、

雇
入
れ
、
離
職
を
し
た
外
国
人
に

つ
い
て
の
外
国
人
雇
用
状
況
の
届

出
に
お
い
て
、
在
留
カ
ー
ド
番
号

の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
届

出
方
法
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者

と
そ
れ
以
外
で
異
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
旭
川

　

☎
０
１
６
６
‐
51
‐
０
１
７
６

☎
０
１
１
‐
７
３
８
‐
１
０
４
５

酸
受
験
資
格

①
Ａ
区
分

　

大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
令
和

３
年
３
月
末
日
ま
で
に
卒
業
見
込

み
の
者

②
Ｂ
区
分

　

Ａ
区
分
以
外
の
者（
高
等
学
校

に
在
学
中
の
者
は
除
く
）

※
Ａ
・
Ｂ
い
ず
れ
も
昭
和
63
年
４

月
２
日
〜
平
成
15
年
４
月
１
日
に

生
ま
れ
た
者

酸
採
用
予
定
人
員   

　

２
１
０
名
程
度

酸
受
付
期
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

３
月
１
日（
日
）〜
４
月
８
日（
水
）

酸
第
１
次
試
験
日

　

５
月
16
日（
土
）

酸
第
２
次
試
験
日　
　
　
　

    

　

６
月
上
旬
か
ら
７
月
下
旬

■
問
い
合
わ
せ
先

　

愛
別
駐
在
所

緯
６
‐
５
０
０
９

　

旭
川
東
警
察
署

緯
０
１
６
６
‐
34
‐
０
１
１
０

酸
受
験
資
格

①
平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

11
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

②
平
成
11
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
者
で
大
学
を
卒
業
す
る
見
込

み
の
者
な
ど
別
に
定
め
る
者　

酸
申
込
受
付
期
間

　

申
込
み
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

３
月
27
日（
金
）
９
時
〜

　
　

４
月
８
日（
水
）〔
受
信
有
効
〕

・
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

h
ttp

://w
w
w
.jin

ji-sh
ike

n
.

go.jp/juken.htm
l

酸
第
１
次
試
験
日

　
【
基
礎
能
力
試
験
、
専
門
試
験

　
（
多
肢
選
択
式
及
び
記
述
式
）】

　

６
月
７
日（
日
）

酸
第
１
次
試
験
合
格
発
表
日

　

６
月
30
日（
火
）
９
時

酸
第
２
次
試
験
日

　
【
人
物
試
験
及
び
身
体
検
査
】

　

７
月
８
日（
水
）
〜
７
月
17
日

（
金
）
の
う
ち
指
定
す
る
日

酸
最
終
合
格
者
発
表
日

　

８
月
18
日（
火
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

札
幌
国
税
局

　

人
事
第
２
課
採
用
担
当

　

緯
０
１
1
‐
２
３
１
‐
５
０
１
１

　

内
線
２
３
１
５

●
海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験

　
（
特
別
）

酸
受
験
資
格

①
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
13
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

②
令
和
２
年
９
月
ま
で
に
高
等
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

③
高
等
専
門
学
校
の
第
３
学
年
の

課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、

令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て
当

該
課
程
を
修
了
し
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
13
年
を
経
過
し
て
い

な
い
も
の
等
人
事
院
が
①
に
掲
げ

る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認

め
る
者

酸
申
込
受
付
期
間

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

３
月
27
日（
金
）
〜
４
月
３
日（
金
）

　
【
受
信
有
効
】

・
郵
送
・
持
参

　

３
月
27
日（
金
）〜
３
月
30
日（
月
）

【
消
印
有
効
】

酸
試
験
区
分
・
種
目（
第
１
次
試
験
）

船
舶
運
航
シ
ス
テ
ム
課
程

・
基
礎
能
力
試
験（
多
肢
選
択
式
）

・
作
文
試
験

酸
第
１
次
試
験
日

５
月
10
日（
日
）
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　大雪浄化組合では、令和２年４月１日より、し尿
収集手数料を１０リットルあたり５７円から６２円に改
定させていただきます。この改定は、し尿収集運搬
経費及び処理施設での処理経費の高騰によるもので、
平成２０年４月１日以来となります。
　なお、し尿収集料金の計算方法は次のとおりです。
ご理解をお願いします。

■問い合わせ先
　大雪浄化センター　☎０１６６‐８５‐２５８０

し尿収集料金の
改定について

● 1件の収集量が３００リットル未満の場合は、３００
リットルと計算します。
（例）２５０リットルは３００リットル×６．２円
　　　＝１，８６０円
●１件の収集量に１０リットルの未満の端数がある場
合は、１０リットルと計算します。
（例）３９６リットルは４００リットル×６．２円
　　　＝２，４８０円
●１件の収集手数料に１０円未満の端数がでた場合
は、１０円として計算します。
（例）３６０リットル×６．２円＝２，２３２円は２，２４０円
となります。

　令和２年４月１日より、愛別町外３町塵芥処理組
合富沢衛生センターへの直接搬入に伴う処分手数料
を次のとおり改定させていただきます。

■問い合わせ先
　富沢衛生センター　☎６‐５１９４

富沢衛生センターへの直接搬入に
伴う処分手数料の改定について

●家庭系一般廃棄物
　重量１００ｋｇまでを３００円とし、１００ｋｇを超え
る１０ｋｇごとに３０円を加算した額
→重量１００ｋｇまでを４００円とし、１００ｋｇを超える
１０ｋｇごとに４０円を加算した額
●事業系一般廃棄物
・重量１００ｋｇまでを５００円とし、１００ｋｇを超え
る１０ｋｇごとに５０円を加算した額
→重量１００ｋｇまでを６００円とし、１００ｋｇを超える
１０ｋｇごとに６０円を加算した額
・酪畜業以外からでる大動物の解体物１頭相当分
　２，０００円→２，５００円
●愛玩動物
　大型犬１匹１，０００円→１，２００円
　中型犬１匹５００円→６００円



～比べないのは当たり前、みんなで上がろう愛の地域（ぶたい）～～比べないのは当たり前、みんなで上がろう愛の地域（ぶたい）～

■相談窓口・問い合わせ先
・上川中部基幹相談支援センター　　当麻町３条東２丁目１１番１号（当麻町役場内）
緯：０１６６-８４-７１１１　胃：０１６６-８４-７３３３　糸：kitayon@potato.ne. jp
・虐待防止センター専用電話　緯：０１６６-８４-７２２２（２４時間対応）

共生型交流館「ぽんて」に相談窓口を次のとおり設置します。当日は、障がいに関するさまざまな相談に上川

中部基幹相談支援センターきたよんの職員が対応します。事前予約は不要ですのでお気軽にお立ち寄りください。

斬日時 ３月９日（月）　１３：３０～１５：３０

斬場所 共生型交流館「ぽんて」（愛別町字本町１７０番地）
■問い合わせ先

保健福祉課福祉係 緯：６-５１１１（内線１４２）

■『合理的配慮』とは？
　障がいのある人の人権が、ない人と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活に
おいて平等に参加できるよう、それぞれの障がい特性や困りごとに合わせて行われる配慮のことです。

　北海道旭川商業高等学校からＡＬＴ（外国語指導助手）のシャノン
先生に来校していただき、外国語の授業を行いました。
　授業の最初には、シャノン先生の出身地であるアメリカでのクリ
スマスの様子について、スライドを見せながら説明がありました。
プレゼンテーションの中で、日本ではケーキやチキンを食べること
が多いのですが、アメリカではクッキーや七面鳥を食べることが主
流であるという説明があり、生徒たちは驚いている様子でした。授
業の後半には、アメリカで有名な「スカベンジャーハント」というレ
クリエーションを行い、ポスターのヒントを頼りに一生懸命正解を
見付け、英語のキーワードを導き出すことができました。
　シャノン先生は、今年の夏に任期を終えアメリカに帰国される予定です。長い間シャノン先生に来てい
ただいていたので寂しくなりますが、今回の学習をとおして、生徒たちがより外国語に親しみをもてるよ
うに今後も取り組んでいきます。（外国語担当：高橋愛香）

■では『合理的配慮をしないこと』とは、どのようなことを指すのでしょう？
〇聴覚障害のある人に声だけで話す。
〇視覚障害のある人に書類を渡すだけで、読み上げない。など…
　上記の例は、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えて
いないことになり、配慮がされているとは言えません。

■『合理的配慮』って難しい？
　「こうなりたい」「こうしてほしい」という思いは一人ひとり違います。
　どこまで配慮すればよいのか判断は難しいと思いますが、配慮する側・
される側、どちらか一方の立場が強くなる関係ではなく、平等の関係を
築くことができるようお互いに話し合いながら必要な工夫ややり方を考
え、無理のない範囲で調整を行うことが大切です。

　ご本人はもちろん、周囲に何か困りごとを抱えている方がいらっしゃいましたら、お気軽にきたよん
までご相談ください。



１月末現在・（）内前月比
男 １,２６９ （－１）
女 １,４５１ （－２）
計 ２,７２０ （－３）
世帯数 １,３４９ （－３）

※「戸籍の窓」欄
への掲載の申し
込みは、各届出
時に税町民課戸
籍町民係へお申
し出ください。

以上の方々から愛別町社会福祉協議会に寄附がありました。

☆香典返しを廃して
　故　丹羽フミノ　様の葬儀に際して　　東町４区　丹羽　忠義　様

fear of heights 「高所恐怖症」
高い所を恐れるということなので、

fear of heightsと表現すると「高所恐怖症」と伝わります。
（例）：I have a fear of heights，so that was very scary.
（私は高所恐怖症なので、それはとても怖かったです。）

■おくやみ
行政区 死　亡　者 満年齢 死亡月日
東町３区 　山　下　今　エ　さん ９５ １月２８日
東町４区 　丹　羽　フミノ　さん ９７ ２月２日

Hello everyone! The days have become longer and I hope winter is going to 

be over soon. 

It`s my husband`s first winter experience since the Philippines only has dry 

and wet season. He says winter in Hokkaido is extremely cold. He enjoys 

skiing however and it`s the only thing he likes about winter. I`ve accompanied 

him to several ski trips this season. It was my first time to go to Furano Ski 

Resort last month but I only went there to support him. 

It has been 3 years since the first time I tried skiing but I still can`t bring 

myself to like it. I am acrophobic. I feel terrified whenever I am in high places. 

My legs would begin to shake and I would then experience panic attacks. I 

once tried to conquer my fear of heights at Pippu ski resort. I went up to the 

highest part of the slope and skied down with the help of an instructor but I 

was so scared that I swore to myself I`d never ski again. 

It amazes me that in Hokkaido, kids as young as 3 are already taught how to 

ski. I wish I had learned how to ski at a young age but I was born in a tropical country. I think children in Hokkaido 

are lucky that they can master a sport as difficult as skiing. 

■えんぐみ
行政区 　　新　　郎 　　新　　婦
南町１区 三　上　恭　史　さん 小　林　郁　美　さん
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